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藤原山蔭と亀

中本 和

１．はじめに

　藤原山蔭（824 ～ 888 年）は、茨木市内に立地

する総持寺の創建に携わった人物である（註１）。

その創建に関しては、史実のみではなく説話とし

ても伝わる（註２）。特に、山蔭の父（高房）あ

るいは山蔭本人が危機に瀕した亀を助けた結果、

後に山蔭ないしは子（如無）が亀に助けられる部

分は報恩説話として複数の説話集に収載されてい

る。亀が溺れている人間を助けたことを史実と解

釈するのは躊躇されるが、荒唐無稽とまでは言い

切れない（註３）。いずれにせよ、説話において

山蔭と亀の関係は深かったと理解できる。初見は、

平安時代末に成立したと考えられている『今昔物

語集』巻 19 第 29「亀、報山陰中納言恩語」であ

る。山蔭の子である如無が亀に助けられる内容と

なる。遅くともこの頃には山蔭と亀の結びつきは

人口に膾炙していたのであろう。

　一方、山蔭を祖とする伝承を持つ四条流庖丁道

にも亀との関りが見える。四条流の料理書である

『四条流庖丁書』に亀の料理が掲載される。亀を

食材とする以上、その命を奪うことが前提となる。

報恩説話とは逆の立場となるのである。

　亀と人々の関わりについて、ウミガメを盛んに

捕獲してきた地域のなかには、ウミガメを絶対に

食べない地域がある。これは、先祖がウミガメに

助けられたために、子孫はウミガメを食べてはな

らないという禁忌伝承があるからだとされる（藤

井 2012）。ウミガメに助けられたという点は、古

代の亀による報恩説話と類似する。『四条流庖丁

書』に亀の料理を記載することは、先祖である山

蔭が示した放生の善行と亀から命を助けられたこ

とへの対応として矛盾しないのだろうか。亀の命

を助ける（亀に命を助けられる）点と命を奪う点

とで、山蔭は相反する立場となってしまう。そも

そも、山蔭を四条流庖丁道の祖とする伝承も不明

瞭だとの見解がある（西村 2012）。

　そこで、本稿では史実と伝承における山蔭像に

ついて、亀との関係から読み解いていきたい。

２．日本古代における亀の特質

　山蔭が生きた日本古代における亀の特質を整理

しておく。古代には様々な場面で亀が意識され、

関りが深かったことがうかがえる。

（１）霊獣・祥瑞

　古来、日本で亀は霊性を持った動物（獣）とし

て、水神の化身や神の乗り物として登場すること

がある。

　一方、中国思想からの伝来の要素もある。霊亀

（神亀）は中国古代における瑞獣である四神（青龍・

朱雀・白虎・玄武）のうち、玄武にあたる。日本

古代でも『延喜式』治部省式 1祥瑞条に、「大瑞」

として「神亀〈黒神之精也。五色鮮明、知二存亡

一明二吉凶一也〉」、「上瑞」として「玉亀」が記さ

れる（註４）。祥瑞の一種として亀が確認できる

のである（註５）。

　天人相関説によると、祥瑞は為政者が徳のある

政治を行った際に出現するものである。霊亀の中

で、白亀は先天性白子症によるもの等だと解釈す

ることも可能である。亀の甲羅に北斗七星が見え

るものは不審であるが、疵や模様であるとも理解

できる。しかし、甲羅に文字が見える例は人為的

に加工されたものと考えるのが妥当であろう。多

分に政治的な背景・意図があったことがうかがわ

れる。

　報恩説話に現れる亀も、尋常な亀ではなく、霊

獣に近い存在と捉えることが可能である（註６）。

（２）年号

　祥瑞と結びつく事項として改元がある。大宝律

令施行以後の文書行政において必須となった年号

であるが、日本古代では年号の中に亀を用いた例

が見える。霊亀（715 ～ 717 年）・神亀（724 ～

739 年）・宝亀（770 ～ 781 年）である。これらは、

亀が祥瑞として顕現したことによる祥瑞改元であ

る（註７）。また、天平（729 ～ 749 年）改元の

理由は「天王貴平知百年」の嘉字が甲羅に浮かん

だ亀が献上されたことにより（註８）、嘉祥（848

～ 851 年）改元と仁寿（851 ～ 854 年）改元の理

由も白亀の出現であった（註９）。

　『続日本紀』における亀が朝廷に献上された例
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を見ると、全てが祥瑞であると考えられる（註

10）。古代、特に『続日本紀』の時代は、他の時

代よりも亀が人々に意識された時代であるといえ

る。『続日本紀』記載の祥瑞として献上された亀は、

献上した国や捕獲された場所から、淡水生のもの

が多いと推測される。

　山蔭が生きた平安前期にも祥瑞としての亀が意

識され、亀の字を直接用いた例は見えなくとも改

元に影響を与えている。

（３）亀卜

　亀の霊性に関わるものとしては、他に亀卜があ

る。日本古代では、亀の甲羅を用いた占いである

亀卜が行われていた（註 11）。出土卜甲の材質に

ついて、種類が判別できる範囲では全てウミガメ

の甲羅製であるとされ（笹生 2006）、淡水生の亀

が多い祥瑞との差異もうかがえる。

　ところで、山蔭が創始した吉田神社の神職は、

鎌倉時代以降に卜部氏（吉田流卜部氏。後の吉田

家）で相伝されるようになる。その吉田家は、亀

卜道の宗家となり、神祇官次官の職に就くとと

もに、吉田神社の神職も兼ねたのである（岡田

1983、2006）。亀卜を掌る吉田家（吉田神社）が、

亀を助けた山蔭との関係が深い点は興味深い。亀

卜に用いる甲羅を準備する際に、亀の命を奪って

いることから、食材に用いる場合に通じているが、

この点は今後の課題としたい。

（４）食材

　古代には亀を食材とした記録が見える。

　奈良時代の食生活について研究を進められた関

根真隆氏は、食材を検討する中で、爬虫類の例と

して亀を挙げられる（関根 1969）。

　養老職制律 11 凡造御膳条に「凡造二御膳一、誤

犯二食禁一者、典膳徒三年〈謂、造二御膳一者、皆

依二食経一。々有二禁忌一、不レ得二輙造一。若下乾脯

不レ得レ入二黍米中一、莧菜不上レ得レ和二鼈肉一之類。

有レ所レ犯者、典膳徒三年〉。」とあり、『食経』に

おいては莧菜と鼈肉を和えて食することを禁忌と

したと記す。滝川政次郎氏はこの条文について検

討され、大宝令・養老令の時代には合食禁が供御

に供される可能性を指摘された（滝川 1967）。

　また、『延喜式』宮内省式 45 例貢御贄条に「大

和〈干鱉、榛子〉」（註 12）、『同』内膳司式 36 山

城大和条に「大和国〈乾鱉四担。已上年料所レ進〉」

とあり、供御として供されるものであった。年料

とあることから、毎年貢上されるべきものであっ

たことが分かる。形態としては、乾燥させたもの

が主だったようであり、保存に優れていた。

　上述の「鼈」は『倭名類聚抄』に「鼈　本草云

鼈〈唐韻并列反魚鼈字或作レ鱉。和名加波加米〉」

とあり、「カハカメ」と読む。すなわち、スッポ

ンのことを指すと考えられ、ウミガメは含まな

い。カワガメは奈良時代・平安時代を通して、宮

中に食材として貢上されていたことが分かるので

ある。

　また、藤井弘章氏によると、縄文時代から中世

にかけての遺跡からは、他の動物遺体に混じって

ウミガメの遺体が出土する（註 13）。ウミガメの

遺体が最も多く出土するのは縄文時代の貝塚であ

る。貝塚から出土する遺体は食料残滓と考えられ

ているものが多い（藤井 2006）（註 14）。これら

のことから、宮中以外でも亀を食材としたと推測

される。ただし、こちらはウミガメである。

　よって、山蔭などの貴族層はカワガメやウミガ

メを食していたことが想定される。

　やや話は異なるが、人間の食材のみならず鵜飼

に用いる鵜の餌としても亀が見える（註 15）。山

蔭が亀を助ける際にも、鵜飼が亀を殺害しようと

する場面が描かれる（後掲史料１）。

　総持寺創建説話における亀の種類は、カワガメ

かウミガメか不明瞭である。淀川流域の穂積の橋

（現在の茨木市周辺）で鵜飼から助けたというこ

とによって、カワガメの可能性がある。しかし、

海上で山蔭を助けた点からはウミガメと考える蓋

然性が高い。ただし、淀川中流で漁を行う鵜飼が

わざわざ難波津まで赴き、鵜の餌としてウミガメ

を購入するだろうかとの疑問も残る（註 16）。

（５）その他

　装飾品としての利用も見られる。早くも縄文時

代から、甲羅や骨を加工した遺物も出土しており、

食用だけでなく装飾品としても用いられたことが

指摘されている（藤井 2006）。また、古墳時代末

から飛鳥時代とみられる桜井市の上之宮遺跡の石

室で、ウミガメの甲羅を装飾的に用いたものが発

見されている（菅谷 2001）。

　他にも、明日香村の酒船石遺跡で発見された亀

形石については、水を流す導水施設であることが

判明した。ろ過された上澄みだけが亀形の水槽に

溜まることから、聖なる水を得ることが目的であ



21

り、流水祭祀が行われていたとの説がある（西光

2001）。なぜ亀形なのかは不分明であるが、西光

氏の説が正しいとするなら、水棲生物の中でも特

に亀が神聖視されていたことの証左となる。

３．総持寺創建説話にみえる亀

　山蔭説話において、亀の登場するものは複数存

在する（註 17）。特に、総持寺創建にも関わる説

話は先述の『今昔物語集』以外に、『長谷寺験記』『総

持寺縁起（絵巻）』が古い成立である。系統とし

ては『今昔物語集』系（A）と『長谷寺験記』系

（B）に大別され、流布していく。（A）（B）ともに、

継母によって海に落とされた子が助けた亀に救出

され、最終的に総持寺が造営される部分は共通す

る。しかし、（A）助けた亀の恩返し（B）観音菩

薩の霊験のどちらに重点を置くかで異なる。また、

山蔭を含む親子三世代の話という部分も共通する

が、三世代の内訳が、（A）山蔭の父（高房）・本人・

子（如無）、（B）山蔭の祖父（藤嗣（藤継））・父・

本人で相違する。

　山蔭と亀の報恩説話において、最古の形を残

しているとされる『長谷寺験記』を掲げる（註

18）。

ニ懐取テ、其子ノ命ヲツグ。（下略）。

史料１『長谷寺験記』（下巻第 13「山陰中納言

得聖人告造惣持寺仏事」

　要約すると、以下のようになる。西国に向かう

途中、山蔭の父高房が穂積の橋にて鵜飼に殺害さ

れそうになっていた亀を助ける。翌日、海に落ち

た山蔭を助けようと高房が観音に祈ったところ、

亀が現れて山蔭を助けるというものである。

　亀が溺れている人を助けるという部分は、他の

報恩説話にも通底している。溺れている人を助け

るのであれば、亀以外の水棲生物でも可能である。

（藤井 2012）は、イルカ、クジラ、サメなどが道

案内をしたり見守ったりという意識があることを

指摘する。これらの海洋生物は、人間より大型の

ものはもちろん、小型のものでも集団であれば人

間を助けることが可能である。亀の甲羅に人間を

乗せることは、他の手段よりも安定性があるのか

もしれない（註 19）。

　このように、説話においては、亀は山蔭の命を

助ける存在として描かれており、山蔭とは切って

も切れない関係である。後世、山蔭と亀の報恩説

話が流布した段階で、山蔭のことを語ろうとした

場合、亀は意識せざるを得ない存在である。

４．『四条流庖丁書』にみえる亀

　『四条流庖丁書』は、料理に関する四条流の故

実書である。これ以前は口伝しか存在しなかった

が、長享３年（1489 年）に多治見備後守定賢に

よってまとめられた。ただし、四条流と庖丁道と

の関係については、書名に記されるだけに留まり、

具体的には明言されていない。

　多種多様な食材と調理方法を中心に記述される

が、その中に亀に関する項目が散見する。

史料２『四条流庖丁書』（註 20）

　（上略）。

（上略）。越前ノ守藤原ノ朝臣高房、西国ニ所

レ知有リテ、子息山陰ノ中納言ノ幼少ナルヲ

具シ、鎮西ニ下リシ時、淀ノ渡穂積ノ橋ノ許

ニ、一人ノ鵜飼亀ヲトリテ害セントス。高房

買取テ、水中に放入レテ、件ノ橋ヲ過ギ行程

ニ、日モ晩ニ及ビケレバ、河尻ノ津ニ宿ス。

其暁キ舟ヲ出スニ、メノト継母ノ語ヲ受テ、

最愛ノ一男、山蔭ノ中納言ヲ海中ニ落シ入ル。

則偽リテ誤ルケシキナリ。折節風波ハゲシク

テ、助ガタシ。父ノ高房悲嘆ノ余ニ、観音ニ

祈念シテ云、定業亦能転ハ深ク仰グ所ナリ。

タトヒ決定応受ノ業ナリトモ、大聖ノ方便ニ

ヨリテ、フタヽビ我子ヲ見セ給ヘ。速ニ千手

観音ノ像ヲ造リ奉ラント云。思ノ余リニ船ヲ

モドシ、都ニ返ラントスルニ、則水中ニ我子

アリ。ヨクヽヽ見レバ、昨日買テハナツ所ノ

亀、コノ幼子ヲ甲ニノセテ、浪ノ上ニ浮ブ。

畜生ノヲロカナルスラ知恩ノ誠ヲイタス。是

レ併観自在尊ノ方便アル者歟。高房悦テ船中

一亀足ノ事。蒲鉾ニテモ、ヌカゴザシニテモ、

　組付ノ上下ニヨリテ亀足ノ巻様替ベシ。ケ

　様ノ事世ニ知人稀成ベシ。口伝、亀足ノ形

　ノ事ハ辣蒲鉾ハ同前。ヌカコザシ以下ノ物

　ナドハ同前ナルベシ。鳥ノ別足包時ハ又替

　ヘシ。

　（中略）。

一差味可レ盛事。（中略）。ガザタニハ亀足乄

　青醋ヲ添テ可レ参也。

　（中略）。

一亀足ノ事。前ニモ大概申。ヨノ常ノ紙ニ、
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　　（下略）。

　亀の足を蒲鉾や刺身として食し、禁中にも持参

したことが見える。亀を助ける（亀から助けられ

る）説話で著名な山蔭に対して、『四条流庖丁書』

に亀料理を記載することは矛盾しないのだろう

か。

　僧侶は仏教における殺生戒を守るため、基本的

に動物性の食事を摂らない。ただし、山蔭は出家

しておらず、厳格に戒律を守らなければならない

立場ではない。『四条流包丁書』には、ほかに鯉

や鮎などの川魚や鳥などの動物性の食材を用いた

料理も記されることから、殺生戒に関する意識は

ほとんど見られない。

　しかし、山蔭（山蔭の伝承を作り上げた人達）

にとって、亀と他の動物とは差異がないはずがな

い。なぜ、『四条流包丁書』は亀の料理を収載す

るのか、節を変えて山蔭と四条流包丁道との関係

から考えていきたい。

５．山蔭と四条流庖丁道

　庖丁道（式）とは、料理の作法や食材の切り方、

調理法に関する有職故実である（西村 2012）。特

定の家が、家職として受け継ぎ、伝えてきた。

　四条流庖丁道を受け継いできたとされる四条家

は、奈良時代末に左大臣を務めた藤原魚名の流に

属する。平安時代末の院近臣である藤原家成の長

男隆季（1127 ～ 1185 年）を家祖とし、堂上家と

して以後も続いていく。山蔭も魚名流に属するが、

四条家（末茂流）とは系統が異なる鷲取流である。

山蔭の曽祖父である鷲取は、末茂と兄弟であり、

魚名の子にあたる（『尊卑分脈』）（註 21）。すな

わち、山蔭の曽祖父の世代で系統が分かれており、

山蔭と四条家は直系の系譜関係では結ばれていな

い（註 22）。さらに、四条家は江戸時代に庖丁道

の家として認識されるに至ったが、元々は庖丁道

を家職としていない。四条家が四条流庖丁道を継

承してきたわけでもない。名称は似ているが、本

来的には無関係であった（註 23）。

　山蔭・四条流庖丁道・四条家の関係が示される

史料を次に掲げる。箔ニテモ又ハベニナニニテモ引テ、亀足ニ用

事ハ常ノ儀成ベシ。禁中ナドヘ可レ参御折ハ、

角モ多ク又少足モ高有ベシ。然間亀足ノ紙ハ

薄様成ベシ。但飼敷ニ依ヲ薄ヤウヲ可レ用。

御肴ニテモ御折ニテモ此儀也。

史料３『御家元庖丁道御縁起』（註 24）

一、抑、日本最初庖丁道御家元と申奉ハ、四

条御殿之御事。御元祖ハ河辺左大臣藤原魚名

公大神儀を濫觴として、御当家尓昔より庖丁

古伝之式法ヲ伝へさせ給ふ故尓、四条流ゟ称

奉。皇国は万国尓起越して、山海の魚鳥ニ至

迄、膏醽之滋味の備ふるゟいへとも、未其厚

味を啜事を能知り、次是を憐ニ思召玉ひ、御

元祖庖丁調味の御開基有く、山蔭中納言政朝

卿江ゆだ祢給ふ。此卿寄代の御名人成故、庖

丁調味秘術を尽くし、世尓伝へさ勢給ひ、御

当家ニ其奥秘を授置勢給ふ。其後、十二代家

成卿、故実を正、有職は勿論、軍門首途諸祝

儀等尓至まて、庖丁道乃式法定給ふ。保延二

年於白川帝御前に鯉之庖丁を勤たまひ、公卿

殿上人々の目を驚給ふ也。（下略）。

　ここでは、魚名を庖丁道の濫觴として捉えてい

る。その後、山蔭に伝えられたとし、山蔭は庖丁

道の名人であったと記す。そして、家成も庖丁を

操ったとする記載へと続いていく。

　魚名が薨去した延暦２年（783 年）（註 25）に

山蔭はまだ誕生しておらず（天長元年（824 年）

誕生）、山蔭が魚名から庖丁道を直接伝授される

ことはありえない。また、この約 40 年間の空白

を埋める人物や組織も記載されていない。間接的

ということであれば、山蔭の祖父や父が魚名から

庖丁道を受け継ぎ、さらに山蔭へと継承された可

能性は想定できなくもないが、全く記載がない。

庖丁道の秘技が山蔭から他家である四条家へと伝

えられる経緯も考えがたいのではなかろうか。

　また、「山蔭中納言政朝」とあり、あたかも「山

蔭」が家（あるいは氏）で「政朝」が名であるか

のような表記である。「山蔭中納言」の表記が説

話等で広がる中、いつの間にか「山蔭」が家と勘

違いされていったのであろうか。管見の限りでは

平安時代の史料に山蔭と政朝の関係を示すものは

ない。山蔭が生前に「政朝」の名を用いていたと

は考えがたいのである（註 26）。なぜ山蔭のこと

を「政朝」と呼ぶようになったのかも不明である

（註 27）。いずれにせよ『御家元庖丁道御縁起』は、

山蔭のことについて記述されたものとしては信憑

性に欠ける。

　山蔭の庖丁道との関係は不詳であり、根拠とな
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る平安時代の史料は見えない。あえて挙げるので

あれば、以下の２点である。１点目は、『長谷寺

験記』によると、総持寺創建に関わり、本尊とな

る観音菩薩像を彫った童子（仏師）に、「一千日

ノ供膳、一モウシナハズ、損セズシテ並ベ置ク」

とし、山蔭が 1000 日間の供膳を用意したと記す。

ただし、山蔭が調理したかは不詳である。総持寺

に庖丁道が伝わるのは、上記の理由によるもので

あろうか。２点目は、山蔭が長年務めた蔵人の職

掌による。蔵人は天皇の側近官として、天皇の食

事に関わる奉仕を行った。この点から、料理との

関係を見出すことも出来なくはない。ただし、こ

ちらも原則として、蔵人が庖丁を持って調理する

わけではない。さらに、中世に下っても『尊卑分

脈』の山蔭の項には、「蔵頭」「従三」「民部卿」「中

納言」の肩書が見えるが、包丁道に関する記載は

ないのである。

　それでは、山蔭や四条家が、いつどのように庖

丁道と関りを持つようになったのか、西村慎太郎

氏の研究を参考に整理しておきたい。西村氏は、

江戸時代初期に記された公家の家職に関する『諸

家家業』で、「笙」（雅楽）の項目に四条家が記さ

れていることを指摘される。さらに、四条家の家

職が笙であることは記されていても、包丁道との

関わりは記されていないとされ、江戸時代初期の

段階での四条流包丁道と四条家は直接の関係がな

いとされた（西村 2012）。

　一方、「四条流」と称された包丁道を家職とし

ていたのは高橋家であった。『地下家伝』による

と、高橋家の初代は紀長谷雄の六世孫である宗成

で、康平２年（1059 年）に御厨子所預に補任さ

れたとする。『地下家伝』は江戸時代の天保（1830

～ 1844 年）末に、地下官人の諸家が提出した家

伝によって編纂されたものと考えられている（正

宗 1937）。よって、江戸時代に家職が定まった家

などが提出した記録は信憑性に疑問符がつく。

　そもそも、『地下家伝』の主張する高橋家の初

代の記述自体が怪しいものである。高橋氏は、律

令制において天皇の日常の食事に関わる官司であ

る内膳司に、長官である奉膳・判官である典膳と

して仕えた。延暦８年（789 年）に上申された『高

橋氏文』によると、遠祖として日本料理の神と称

された磐鹿六獦 (雁 )命を持つ膳氏の後裔に連な

る氏族である。『新撰姓氏録』によると、天武 12

年（683 年 ) に膳臣を改めて高橋朝臣の氏姓を賜

ったとされる。長谷雄が生きた９世紀中頃から

10 世紀初頭以前には既に高橋氏は存在している

のである。ただし、長谷雄は高橋“家”の初代と

される（紀氏の高橋家）。11 世紀中頃に成立した

とされる高橋家の初代と飛鳥時代成立の高橋氏の

関連はあるのであろうか。「氏」と「家」は別の

概念であるが、代々繋がっていくものであること

に変わりはない。そして、高橋家と高橋氏はどち

らも料理に関わる存在である。非常にややこしい

話であるが、「高橋」に関して厳密に「氏」と「家」

の区分がなされているのであろうか。

　天皇の食事を奉仕する官司は、平安時代に新た

に成立した令外官である御厨子所へと移行してい

く（芳之内 2013）。内膳司と御厨子所は、双方と

も料理に携わる官司であり、高橋氏が各々に関与

するのは自然である。また、長谷雄から宗成に繋

がる系譜も不詳である。高橋氏と高橋家の混同は

考えられない話ではなかろう。

　この四条流と四条家が結びついていく（四条家

の家職が包丁道となる）理由については、西村氏

によると四条家の祖先である藤原家成に遡るもの

だとされる。『御家元庖丁道御縁起』に見える家

成の料理の技術は、『古今著聞集』にあるように

事実と考えられる（註 28）。包丁で身を立てた先

祖がいるという意識を江戸時代の四条家に芽生え

させ、『御家元庖丁道御縁起』の創出に至ったと

主張される（西村 2012）。また、共通する「四条」

の語が役に立ったことは想像に難くない。「四条

家譜」においても、「山蔭〈中納言、従三位、歌

人、武略達人、始製包丁、仁和四年二月四日薨去、

六十五〉」（註 29）とし、山蔭と包丁道の関係を

強調するような記述が見え始める。

　それでは、なぜ四条家は同じ魚名流とはいえ、

包丁道に関する事績が明確ではなく、別系統の山

蔭に仮託したのだろうか。例えば、他に山蔭を先

祖と称する家には、鎌倉時代以降に陸奥国を中心

に勢力を伸ばし戦国大名となる伊達氏がいる。た

だし、山蔭の子孫というのは伊達氏の自称に過ぎ

ず、信憑性が乏しいものだと考えられている（黒

嶋 1997）。

　誰かに仮託する場合、その人物が著名でなけれ

ば意味がない。直系の祖先ではないが、同一氏族

内の著名な人物を自身と関連付けて、その権威を
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利用する例も往々にしてあった（註 30）。魚名流

の中で、山蔭は魚名と並んで著名な人物である。

その理由には以下のものがある。山蔭自身が創建

に関わった総持寺や吉田社が残り、孫である時姫

は藤原兼家の妻となり、摂政・関白等を務めた道

隆・道兼・道長兄弟、三条天皇の母である超子・

一条天皇の母である詮子姉妹の母となる。道長の

子孫は藤原氏、一条天皇の子孫は天皇家のそれぞ

れ嫡流の地位を占めることとなる。

　すなわち、山蔭を母系とする子孫は、政権の中

枢におり、それらと山蔭を介して系譜を繋げるこ

とができるのは魅力的であった。故に、山蔭を祖

と仮託したと推測できる。また、山蔭は男系の子

孫が途絶えてしまっていることから、家としては

存続していない。そのため、山蔭の子孫を自称し

たとしても問題にされにくく、かつ系譜を繋げや

すく利用しやすい存在であることも一因であると

考えられる。

６．おわりに

　説話では、山蔭は亀を助けた報恩として、亀か

ら助けられた。しかし、山蔭を祖とする四条流包

丁道の『四条流包丁書』に亀の料理が記されてい

る。一見すると、不自然なものであるが、四条流

包丁道と山蔭は無関係なのであるから、亀料理が

記されていても、何ら問題がないのである。

　そもそも、四条家と料理の関わりについて、江

戸時代以前において、史実と見なせるのは家成の

故実のみである。『四条流包丁書』も四条家が作

成したものではない。故に、亀料理が記されてい

るのである。恐らく、四条家は『御家元庖丁道御

縁起』を作成し、包丁道を家職として強調してい

く際に『四条流包丁書』を参照することはなかっ

たのであろう。そのため、山蔭と亀の関係に矛盾

が生じることに気づかなかったのである。
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